
※ 1  65 ～ 74 歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を
受けた方を含みます。

※ 2  「課税所得」 とは、住民税納税通知書の 「課税標準」 の額です。 「課
税標準」 の額は、 前年の収入から、 給与所得控除や公的年金等
控除など、 所得控除 ( 基礎控除や社会保険料控除等 ) などを差し
引いた後の金額です。

※ 3 「年金収入」 には遺族年金や障害年金は含みません。
※ 4  課税所得 145 万円以上で、 医療費の窓口負担割合が 3 割の方。

（一定の基準 ・ 要件を満たす場合、 窓口負担割合が 1 割または 2
割になるケースがあります）

住民税非課税世帯の方は、 1 割負担となります。

問合せ／
【医療費窓口負担割合の見直しに関すること】
　秋田県後期高齢者医療広域連合 業務課
　　☎ 018-853-7155
　仙北市市民生活課 国民健康保険係　☎ 43-3316

【今回の制度改正の見直しの背景などに関すること】
　厚生労働省コールセンター　☎ 0120-002-719

―　介護保険事務所から　―
介護保険住宅改修受領委任払事業者の新規登録研修会の開催について

　　　　　　　　　 ▶ 介護保険事務所 保険給付班
 ☎ 0187-86-3911　FAX 0187-86-3914

申込・問合せ

　住宅改修費の支給にかかる受領委任払事業者は登
録申請が必要で、次の研修会を受講された事業者の
み登録申請が可能です。現在、登録の受領委任払事
業者の有効期間は、令和 6 年 11 月（最長 3 年）ま
でです。そのため、令和 4 年度は新規登録研修会の
みを開催し、更新の研修会は開催しません。
　この研修では、受領委任払いを利用して住宅改修
を行う際の流れや介護給付の対象になる住宅改修の
項目、よくある質問などを内容とします。

受領委任払いとは…
　被保険者から受領委任を受けた住宅改修業者に
は介護給付内工事代金の 1 割、2 割または 3 割が
被保険者から支払われ、残りの 9 割、8 割または 7
割が介護保険事務所から支払われる制度です。

▶  日時／ 10月25日㈫ 13:30～14:30（受付13:10～）
▶  場所／ 大仙市役所仙北支所 3 階 大会議室
▶  申込期限／ 10 月 7 日㈮ 必着
　 申込書は「OS 介護ネット（URL:http://www.
oskaigonet.or.jp/）」からダウンロードし、FAX また
は郵送でお申し込みください。

窓口負担割合が 2 割となる方には
　負担を抑える配慮措置があります
令和 4 年 10 月 1 日から令和 7 年 9 月 30 日までの間は、2
割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引き上
げに伴う 1 か月の負担増加額を 3,000 円までに抑えます。
払い戻しのために口座を登録していただく必要がある場合に
は、令和 4 年 9 月末に、広域連合から申請書を郵送します。
※ 既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方には、

申請書は郵送されません。

世帯の窓口負担割合が 2 割の対象となるかどうかは、75 歳以上
の方など※ 1 の課税所得※ 2 や年金収入※３など（令和 3 年中のも
の）をもとに、世帯単位で判定します。

現役並み所得者に※ 4 該当するか

世帯内 75 歳以上の方などのうち

課税所得が 28 万円以上の方がいるか

世帯に 75 歳以上の方などが
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「年金収入＋その他の
合計所得金額」 合計が

320 万円以上か

世帯全員が

3 割

世帯全員が

1 割 1 割 2 割

世帯全員が

1 割

世帯全員が

2 割

該当する 該当しない

いるいない

2 人以上1 人だけ

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：1 か月の医療費全体額が 50,000 円の場合
窓口負担割合が 1 割のとき ① 5,000 円
窓口負担割合が 2 割のとき ② 10,000 円
負担増 ③ （ ② - ① ） 5,000 円
窓口負担増の上限 ④ 3,000 円
払い戻しなど （ ③ - ④ ） 2,000 円

1 か月 5,000 円の負担増を
3,000 円までに抑えます。

配慮措置

仙北市市民生活課 国民健康保険係　☎ 43-3316国保の窓口から 問合せ
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（
後
日
の

提
出
も
可
能
）
を
持
参
し
、
受
付
場

提
出
も
可
能
）
を
持
参
し
、
受
付
場

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和

　

令
和
44
年年
1010
月月
11
日
か
日
か

ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

ら
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
医

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
医

療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

割
合
が
、
現
行
の
「

割
合
が
、
現
行
の
「
11
割
」
割
」

と
「
と
「
33
割
」
に
加
え
、
新
た

割
」
に
加
え
、
新
た

に
「
に
「
22
割
」
が
新
設
さ
れ
ま

割
」
が
新
設
さ
れ
ま

す
。
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
後
期
高
齢

　
こ
れ
に
伴
い
、
後
期
高
齢

者
医
療
に
加
入
さ
れ
て
い
る

者
医
療
に
加
入
さ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
方
に
、
有
効
期
限

す
べ
て
の
方
に
、
有
効
期
限

が
令
和

が
令
和
44
年年
1010
月月
11
日
か
ら

日
か
ら

令
和
令
和
55
年年
77
月月
3131
日
ま
で
の

日
ま
で
の

保
険
証
（
水
色
）
を

保
険
証
（
水
色
）
を
99
月
末
月
末

ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　
保
険
証
は
、
市
民
生
活
課

　
保
険
証
は
、
市
民
生
活
課

か
ら
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

か
ら
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

し
ま
す
。

し
ま
す
。1010
月
１
日
以
降
は
、

月
１
日
以
降
は
、

新
し
い
保
険
証
（
水
色
）
を

新
し
い
保
険
証
（
水
色
）
を

お
使
い
く
だ
さ
い
。

お
使
い
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

1010
月
１
日
か
ら
は
使
用
で
き

月
１
日
か
ら
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
有
効
期
限
が

ま
せ
ん
の
で
、
有
効
期
限
が

過
ぎ
ま
し
た
ら
市
民
生
活

過
ぎ
ま
し
た
ら
市
民
生
活

課
、
田
沢
湖
・
西
木
市
民
セ

課
、
田
沢
湖
・
西
木
市
民
セ

ン
タ
ー
ま
た
は
各
出
張
所
の

ン
タ
ー
ま
た
は
各
出
張
所
の

健
康
保
険
担
当
窓
口
に
返
却

健
康
保
険
担
当
窓
口
に
返
却

し
て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分

し
て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
分

で
裁
断
す
る
な
ど
し
て
廃
棄

で
裁
断
す
る
な
ど
し
て
廃
棄

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

し
ま
す
。

後期高齢者医療に加入されている方で一定以上所得の
ある方の医療費の窓口負担割合が２割に変わります
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